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議長 

 

 

 

 

 

 

それでは、只今より 2月定例会を開会いたします。 

ただいまの出席委員数は 12 名でございます。また、推進委員数は 

17 名でございます。定足数に達しておりますので、会議を始めます。 

 

まず、本日の議事録署名人を指名いたします。先に通知しておりまし

たとおり 5番中野委員および 10 番柴野委員にお願いいたします。 

 

それでは、議案の審議に入ります。 

 

議案第 1 号 1 番 農地法第 3 条の規定による許可申請に対し審議の

件 所有権移転 について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 説明いたします。 

議案書の 2ページをご覧ください。（議案書 2ページ 読み上げ） 

 

説明は以上となります。 

 

なお、3条申請における地域計画については、これまで特段言及して

おりませんでしたが、農業上の利用であれば事後変更でよいとされて

おりますので、適宜担当課と情報共有及び対応いたします。 

 

よろしくお願いいたします。 

 

議長 つづきまして、地元推進委員の説明をお願いします。 

 

今野推進委員 津島地区担当の今野です。 

譲渡人〇〇さんとは、1 月 16 日に電話で確認を取りました。最近に

なって祖母名義の土地が津島地区にあることが分かりました。居住し

ている福島市からは遠く、農機具も所持していないことから、親戚で

ある譲受人〇〇さんに相談をし、譲渡することになりました。 

譲受人〇〇さんに電話がつながらず、譲渡人に取り次いでもらったと

ころ、1 月 22 日電話で確認を取ることができました。譲渡人の事情

を理解し、申請地が自身の所有地と隣接していることから、譲り受け

ることになったそうです。審議の程よろしくお願いします。 

 

議長 事務局及び地元推進委員の説明が終了いたしました。 

 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（質疑無し） 

質疑無しと認めます。 

 

 

それでは採決に入ります。採決は挙手により行います。 

 

議案第 1号 1番に賛成の委員の挙手を求めます。 

 



賛成全員と認めます。よって議案第 1号 1番に原案のとおり承認を与

えます。 

 

 

つづきまして、 

議案第 1 号 2 番 農地法第 3 条の規定による許可申請に対し審議の

件 所有権移転 についてですが、委員本人が関わっておりますの

で、浪江町農業委員会会議規則第 18 条の規定により、〇番〇〇委員

の退席を求めます。 

暫時休議いたします。 

（〇〇委員退席） 

再開いたします。 

 

それでは、議案の審議に入ります。 

 

議案第 1号 2番 について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 説明いたします。 

 

まず初めに、差替資料についてご説明いたします。 

議案書の 17ページをご覧ください。 

「6 周辺農地との関係」について、四角の記載枠内「譲り受ける農地

（畑）」及び「畑として利用する」と記載ありますが、「畑」ではなく

「田」の誤りです。 

 

確認が不足しており大変申し訳ありません。 

 

それでは、議案書の 2ページをご覧ください。（議案書 2ページ 読み

上げ） 

 

説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

議長 つづきまして、地元推進委員より説明をお願いします。 

 

吉田推進委員 

 

苅宿地区担当の吉田です。 

2 月 15 日譲渡人〇〇さんの原町区の自宅を訪問して、聞き取りを行

いました。譲渡人は高齢であり、後継者の息子さんは地元に住んでお

らず、農業経験もないため、譲受人〇〇さんに譲ることにしたそうで

す。 

2 月 15 日譲受人〇〇さんに電話で確認を取りました。原町区に居住

し、自家用の野菜を栽培している。室原に所有している農地は、復興

組合で草刈り等したり、自分自身でも荒らさないように管理したりし

ている。申請地は、自分の所有地に隣接している農地なので譲っても

らうことにしたそうです。以上です。 

 

議長 事務局及び地元推進委員の説明が終了いたしました。 



 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（質疑無し） 

質疑無しと認めます。 

 

それでは採決に入ります。採決は挙手により行います。 

 

議案第 1号 2番に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

賛成全員と認めます。よって議案第 1号 2番に原案のとおり承認を与

えます。 

 

ここで〇〇委員の入室を認めます。暫時休議いたします。 

（〇〇委員入室） 

再開いたします。 

 

 

つづきまして、 

議案第 1号 3番 について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 説明いたします。（議案書 2ページ 読み上げ） 

 

議案書の 2ページをご覧ください。（議案書 2ページ 読み上げ） 

 

説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

議長 つづきまして、地元推進委員より説明をお願いします。 

 

木幡推進委員 

 

津島地区担当の木幡です。 

12 月定例会で許可された案件の追加申請です。2 月 17 日電話で聞き

取りを行いました。譲渡人〇〇さんからは、贈与の追加申請ですと伺

いました。譲受人〇〇さんからは、登記は畑で農地、現況は道路であ

る 1 筆が残っていて道路で申請したそうです。 

 

議長 事務局及び地元推進委員の説明が終了いたしました。 

 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

鈴木委員 はい。（挙手） 

 

議長 1番 鈴木委員。 

 

鈴木委員 木幡推進委員に質問です。道路として、贈与するということですか。 

 

議長 木幡推進委員 いかがですか。 



  

木幡推進委員 道路として贈与するとおっしゃっていました。 

 

鈴木委員 はい。（挙手） 

 

議長 鈴木委員。 

 

鈴木委員 取得後、農地として耕作するものですが、申請として正しいのかどう

かご検討をお願いします。 

 

議長 事務局の補足説明をお願いします。 

 

事務局 

 

申請の際には、現況地目が道路ですが、現況は道路ではなく、農地と

して贈与すると伺っていますので、3条申請が成立します。 

 

鈴木委員 

 

はい。（挙手） 

 

議長 鈴木委員。 

 

鈴木委員 贈与後の耕作の在り方について、農地に復元して耕作するということ

なのか確認したいと思います。 

 

議長 事務局お願いします。 

 

事務局 事務局で現地の確認をしてきました。現況地目は、道路という扱いで

すが、アスファルト舗装がされている訳ではなく、道路に隣接して土

地が残っているところが申請地でした。課税上、現況地目では、道路

となっていますが、現地で確認したところ道路ではありませんでし

た。農地と認められると考えております。タブレットで位置を確認い

たします。 

 

議長 暫時休議いたします。 

（登記は、『畑』で農地であり、現況も道路の脇にある土地で道路と

して活用もされていない。農地として活用するための申請である。

申請地の確認について） 

 

 再開いたします。 

 

その他、質疑ございませんか。 

（質疑無し） 

質疑無しと認めます。 

 

それでは採決に入ります。採決は挙手により行います。 

 

議案第 1号 3番に賛成の委員の挙手を求めます。 



 

賛成全員と認めます。よって議案第 1号 3番に原案のとおり承認を与

えます。 

 

  

つづきまして、 

議案第2号 農地法第3条の規定による許可申請に対し審議の件 使

用貸借権設定 1番及び 2番 について、関連しておりますので、一

括審議としてよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

それでは一括審議といたします。 

なお、採決は議案ごとといたします。 

 

議案第 2号 1番及び 2番について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 説明いたします。 

 

議案書の 30ページをご覧ください。（議案書 30ページ 読み上げ） 

 

説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

議長 つづきまして、地元推進委員より説明をお願いします。 

 

笠井推進委員 

 

苅宿担当の笠井です。 

2 月 13 日設定人〇〇さんに電話で聞き取りを行いました。設定人〇

〇さんによりますと、自分で農地管理ができないため、借りたい人が

いれば貸したいと思っていたところ、被設定人〇〇さんの紹介があ

り、貸すことにしました。 

2 月 12 日設定人〇〇さんに電話で聞き取りを行いました。現在いわ

き市に在住し、農業ができないため、〇〇さんから農地を借りたい人、

被設定人〇〇さんの紹介があり、承諾しました。 

2 月 14 日被設定人〇〇さんに電話で聞き取りを行いました。浪江町

で試験的にアボガド栽培を行うため、〇〇さんに借りられる農地の相

談をし、設定人〇〇さんから農地を借りることにしました。設定人〇

〇さんの農地は、役場で相談をし、借りることにしました。 

〇〇さんは、立野地区に移住し、規模拡大しながら農業経営をしてい

ます。審議の程、よろしくお願いします。 

 

議長 事務局及び地元推進委員の説明が終了いたしました。 

 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

鈴木委員 はい。（挙手） 

 



議長 1番 鈴木委員。 

 

鈴木委員 3条の許可ではなく、地域計画（立野、室原）の変更では、今回でき

なかったのでしょうか。確認です。 

 

議長 地域計画について質問がありました。事務局お願いします。 

 

事務局 地域計画の担い手の変更については、事後変更でよいとなっておりま

すので、許可後に農政係と情報を共有したいと思います。農地の貸し

借りには、農地中間管理事業か 3条許可が必要です。農地バンクです

と最低でも 6年間となり、本案件は、試験栽培のための 2年間の使用

貸借契約なので、3条で申請がありました。 

 

議長 鈴木委員 よろしいでしょうか。 

 

鈴木委員 はい。理解しました。 

 

議長 その他、質疑ございませんか。 

 （質疑無し） 

質疑無しと認めます。 

 

それでは採決に入ります。採決は挙手により行います。 

 

議案第 2号 1番に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

賛成全員と認めます。よって議案第 2号 1番に原案のとおり承認を与

えます。 

 

 

つづきまして、議案第 2号 2 番に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

賛成全員と認めます。よって議案第 2号 2番に原案のとおり承認を与

えます。 

 

 

つづきまして、 

議案第 3 号 農地法第 5 条第 1 項の規定による許可後の事業計画変

更申請に対し審議の件 1番及び 2番 について、関連しております

ので、一括審議としてよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

それでは一括審議といたします。 

なお、採決は議案ごとといたします。 

 

議案第 3号 1番及び 2番について、事務局の説明を求めます。 



 

事務局 説明いたします。 

議案書の 49ページをご覧ください。（議案書 49ページ 読み上げ） 

 

本案件は、1 番及び 2 番ともに令和 7 年 3 月 18 日付けで転用が許可

されておりましたが、事業遂行までには至らず、事業計画を変更する

ものです。 

議案書の 55ページが 1番、76 ページが 2番の土地利用計画図です。 

変更後の工事期間につきましては、1番及び 2番ともに令和 8年 6月

30日までとなっております。 

一般基準の資力、周辺農地への影響については、1番及び 2番ともに

特段問題がないと考えられます。 

議案書の 58ページが１番、77 ページが 2番の系統連系承諾書です。 

議案書の 59ページから 67 ページが 1 番、78 ページから 86ページが

2番の仕様書です。 

議案書の 68 ページから 70 ページが 1 番、87 ページ、88 ページが 2

番の架台図です。 

 

差替資料②をご覧ください。 

1番について、16日の現地調査の際に、草刈り等による敷地管理につ

いてしっかりと明記するよう委員よりご指摘があり、申請者より差替

資料が提出されております。 

また、2番について、ハザードマップによる災害区域の指定はありま

せんでしたが、現地調査にて委員より、水害等の影響が懸念されるた

め、十分ご留意いただくよう助言がありました。 

また、変更前の申請関係書類を追加資料①が 1番、追加資料②が 2番

として、参考まで添付しております。 

なお、本案件は、1番及び 2 番ともに、福島県知事が許可権者となっ

ておりますので、当委員会の意見を付して県へ進達いたします。 

 

説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

議長 つづきまして、地元推進委員より説明をお願いします。 

 

吉田推進委員 苅野地区担当の吉田です。 

2 月 17 日〇〇〇担当〇〇さんに電話で確認を取りました。申請時に

予定していたパネルが廃番で使用できなくなり、代用パネルの手配及

び計画図の見直しが必要となったため今回の申請に至ったとのこと

です。 

 

議長 つづきまして、現地調査委員の説明をお願いします。 

 

高野委員 7番高野です。 

室原字沢の方で入口のパネルが未設置でした。草が伸びていましたの

で、敷地管理について改善が指摘されました。下り藤の方は、これか

ら設置する予定で申請地の隣を河川が流れ、土手の傾斜がきつく、雨



等で崩れやすい状況下にあって、現在もイノシシによって土手が大き

く削られており、排水路の対策を検討するよう指摘されました。 

 

議長 事務局、地元推進委員及び現地調査委員の説明が終了いたしました。 

 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（質疑無し） 

質疑無しと認めます。 

 

それでは採決に入ります。採決は挙手により行います。 

 

議案第 3号 1番に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

賛成多数と認めます。よって議案第 3号 1番に原案のとおり承認を与

えます。 

 

 

つづきまして、議案第 3号 2 番に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

賛成多数と認めます。よって議案第 3号 2番に原案のとおり承認を与

えます。 

 

 

つづきまして、 

議案第 4 号 令和 8 年度浪江町標準農業労働賃金協定表の決定につ

いて、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 説明いたします。 

 

議案書の 89ページをご覧ください。（議案書 89ページ 読み上げ） 

 

本案件は、先月 1月定例会のその他報告・協議事項等でご協議いただ

きました内容でございます。 

議案書の 90ページをご覧ください。 

赤字が新たに追加・変更する内容となります。 

 

説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

議長 事務局の説明が終了いたしました。 

 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（質疑無し） 

質疑無しと認めます。 

 

それでは採決に入ります。採決は挙手により行います。 

 



 議案第 4号に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

賛成全員と認めます。よって議案第 4号に原案のとおり承認を与えま

す。 

 

 

以上で、本日上程されたすべての議事が終了しました。 

 

 

 

令和 8年 2月 20日 

開始時刻 午後 1時 30分 

終了時刻 午後 2時 10分 

                 議    長 

 

議事録署名人（5番） 

 

                 議事録署名人（10 番） 

 


